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(57)【要約】
　この上に固定して収容される回路基板接続装置２０、
１２０、８２０を有する回路基板支持構造１０、１１０
、８１０が、本明細書において開示される。ソケット接
続装置５０、１５０、２５０、８５０が回路基板接続装
置２０、１２０、８２０と嵌合した場合に回路基板４０
、１４０、８４０が回路基板支持構造１０、１１０、８
１０に隣接することができるように、回路基板接続装置
２０、１２０、８２０は、回路基板４０、１４０、８４
０の対応するソケット接続装置５０、１５０、２５０、
８５０と取り外し可能に嵌合されるように構成されてい
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続装置窪みが形成されている回路基板支持構造と、
　前記接続装置窪み内に固定されて収容されている回路基板接続装置であって、電源接続
構造に電気的に結合されている回路基板接続構造を有する回路基板接続装置と、
　第１の側及び第２の側を有する回路基板と、
　前記回路基板の前記第１の側に結合されている少なくとも１つの光源と、
　前記回路基板に固定して結合されていると共に、前記光源に電気的に結合されているソ
ケット接続構造を有するソケット接続装置と、
を有する照明ユニットであって、
　前記ソケット接続構造は、前記回路基板接続構造と取り外し可能に嵌合可能であり、
　前記回路基板の前記第２の側の少なくとも一部は、前記ソケット接続構造が前記回路基
板支持構造と嵌合される場合、前記回路基板支持構造に隣接する、
照明ユニット。
【請求項２】
　前記ソケット接続構造が前記回路基板接続構造と嵌合される場合、前記回路基板接続構
造が、前記回路基板に対して実質的に垂直に配向される、請求項１に記載の照明ユニット
。
【請求項３】
　前記電源接続構造が前記接続装置窪み内に完全に収容されている、請求項２に記載の照
明ユニット。
【請求項４】
　前記回路基板支持構造内に形成されるワイヤ経路を更に有し、前記ワイヤ経路は、前記
電源接続構造と連通している、請求項１に記載の照明ユニット。
【請求項５】
　前記ワイヤ経路が前記接続装置窪みから延在している窪みである、請求項４に記載の照
明ユニット。
【請求項６】
　前記ソケット接続構造が前記回路基板接続構造と嵌合した場合、前記ワイヤ経路の少な
くとも一部が前記プリント回路基板の下方に延在する、請求項４に記載の照明ユニット。
【請求項７】
　前記ソケット接続構造が、前記回路基板内に設けられている基板貫通開口を通ってアク
セス可能である、請求項１に記載の照明ユニット。
【請求項８】
　前記ソケット接続構造が前記基板貫通開口に内に延在している少なくとも２つのプロン
グを含んでいる、請求項７に記載の照明ユニット。
【請求項９】
　前記回路基板接続構造の少なくとも一部は、前記ソケット接続構造が前記回路基板接続
構造と嵌合される場合に、前記基板貫通開口を通って延在している、請求項７に記載の回
路基板支持構造。
【請求項１０】
　照明器具ハウジングと、
　第１の側と、前記第１の側の反対側の第２の側と、前記第１の側上に取り付けられてい
る複数のＬＥＤとを有する平らなＬＥＤ回路基板であって、前記照明器具ハウジング内に
保持され回路基板平面に沿って位置決めされているＬＥＤ回路基板と、
　前記ＬＥＤ回路基板に固定して結合されていると共に、前記ＬＥＤに電気的に結合され
るソケット接続構造を有しているソケット接続装置と、
　前記照明器具ハウジング内に固定されて保持されている回路基板接続装置であって、電
源接続構造に機械的に電気的かつ機械的に結合されている回路基板接続構造を有する回路
基板接続装置であって、前記回路基板接続構造は、取り外し可能に電気的かつ機械的に前
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記ソケット接続構造に結合されている、回路基板接続装置と、
を有するＬＥＤベースの照明器具であって、
　前記回路基板接続構造は、前記回路基板の平面に対して実質的に垂直に配向されており
、
　前記電源接続構造は、前記回路基板接続構造に対して実質的に垂直に配向され、前記Ｌ
ＥＤ回路基板の前記第２の側と前記照明器具ハウジングの外側との間に挿置されている、
ＬＥＤベースの照明器具。
【請求項１１】
　前記ＬＥＤ回路基板の前記第２の側の少なくとも一部が、実質的に平らな回路基板支持
領域に直に隣接している、請求項１０に記載のＬＥＤベースの照明器具。
【請求項１２】
　前記ソケット接続構造は、前記回路基板内に設けられ得る基板貫通開口を通ってアクセ
ス可能である、請求項１０に記載のＬＥＤベースの照明器具。
【請求項１３】
　実質的に平らな回路基板支持領域と、
　前記回路基板支持領域内に形成された接続装置窪みと、
　前記接続装置窪み内に固定されて収容されている接続装置であって、電源接続構造に電
気的に結合されている回路基板接続構造を有する接続装置と、
を有する回路基板支持構造であって、
　前記回路基板接続構造は、前記回路基板支持領域に対して実質的に垂直に配向されてい
る、
回路基板支持構造。
【請求項１４】
　前記電源接続構造は、前記回路基板接続構造に対して実質的に垂直に配向されている、
請求項１３に記載の回路基板支持構造。
【請求項１５】
　前記回路基板支持構造内に形成されるワイヤ経路であって、前記電源接続構造と連通し
ているワイヤ経路を更に有する、請求項１４に記載の回路基板支持構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般には、この上に固定して収容される回路基板接続装置を有する回路基板
支持構造を目的としている。より詳細には、本明細書において開示される様々な発明の方
法及び装置は、この上に固定して収容される回路基板接続装置を有する回路基板支持構造
であって、回路基板接続装置は、回路基板の対応するソケット接続装置と取り外し可能に
嵌合されるように構成されている、回路基板支持構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル照明技術、即ち発光ダイオード（ＬＥＤ）のような半導体光源に基づく照明は
、従来の蛍光、ＨＩＤ及び白熱ランプに対する現実的な代案を提供している。ＬＥＤの機
能的利点及び利益は、高いエネルギ変換及び光学的効率、耐久性及び低い動作コスト及び
多くの他のものを含んでいる。ＬＥＤ技術の最近の進歩は、多くのアプリケーションにお
ける様々な照明効果を可能にする効率的で堅牢なフルスペクトル照明源を提供している。
【０００３】
　ＬＥＤの利点及び利益の１つ以上を得るようにＬＥＤを実施化する多くの照明器具が、
設計されている。例えば、１つ以上の回路基板に配される複数のＬＥＤを実施化する幾つ
かの照明器具が、設計されている。各回路基板は、前記照明器具の所望の支持構造に取り
付けられる。次いで、回路基板に対する電気的接続（例えば、電源及び／又はコントロー
ラからの接続）が行われる。幾つかの照明器具において、前記電気的接続は、電源及び／
又はコントローラから延在している緩い雌コネクタを、例えば、回路基板上に固定されて
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いる対応する雄コネクタに嵌合することによって、なされることができる。このような照
明器具は、回路基板に対する電気的接続がなされることを可能にすると共に、これらは、
ユーザが、電気的接続を作るためにワイヤ及び／又はコネクタを操作することを必要とす
る。同様に、これらは、例えば、回路基板を交換する又は前記照明器具の修理又はメンテ
ナンスを実施するために前記電気的接続を取り除くために、ユーザがワイヤ及び／又はコ
ネクタを操作することを必要とする。前記ワイヤ及び／又はコネクタの操作は、ユーザを
退屈させ得る、ユーザを混乱させ得る、及び／又は、場合によっては、誤った電気的接続
をさせ得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、この上に固定して収容される回路基板接続装置であって、回路基板の対応する
固定されたソケット接続装置と嵌合されるように構成されている回路基板接続装置を有す
る回路基板支持構造に対する従来技術における必要性があり、これにより、回路基板を取
り付ける及び／又は取り外す際に、ユーザがワイヤを操作する必要性を低減する。
【０００５】
　本開示は、この上に固定して収容される回路基板接続装置を有する回路基板支持構造の
ための発明の方法及び装置を目的としており、更に詳細には、本明細書において開示され
る様々な発明の方法及び装置は、この上に固定して受け取られる回路基板接続装置であっ
て、回路基板の対応するソケット接続装置に取り外し可能に嵌合されるように構成されて
いる回路基板接続装置を有する回路基板支持構造に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　例えば、回路基板支持構造は、この上に固定して収容される回路基板接続装置を有する
ことができる。前記回路基板接続装置は、回路基板に結合される対応するソケット接続装
置と嵌合するように構成されることができ、前記回路基板接続装置が前記ソケット接続装
置と嵌合する場合、回路基板は、回路基板支持構造に隣接し得る。幾つかの実施例におい
て、回路基板支持構造は、これらに結合される少なくとも１つの光源を有する少なくとも
１つの回路基板を持つ照明ユニットにおいて実施化されることができる。これらの実施例
の一部において、前記光源は、ソリッドステート光源（例えば、ＬＥＤ）であり得る。本
開示は、ユーザが、回路基板を取り付ける及び／又は取り外す際にワイヤを操作する必要
性を低減することができ、前記回路基板支持構造に対して適切に位置合わせされることを
可能にすることができる。
【０００７】
　一般的に、一つの見地において、内部に形成された接続装置窪みを有する回路基板支持
構造を含む照明ユニットが、設けられる。回路基板接続装置は、前記接続装置窪み内に固
定して収容される。回路基板接続装置は、電源接続構造に電気的に結合されている回路基
板接続構造を含んでいる。前記照明ユニットは、更に、第１の側面及び第２の側面を有す
る回路基板を含んでいる。少なくとも１つの光源は、回路基板の前記第１の側に結合され
る。ソケット接続装置は、回路基板に固定して結合され、前記光源に電気的に結合される
ソケット接続構造を備えている。前記ソケット接続構造は、取り外し可能に回路基板接続
構造に嵌合されており、回路基板の第２の側の少なくとも一部は、前記ソケット接続構造
が回路基板と嵌合される場合に、回路基板支持構造に隣接している。
【０００８】
　幾つかの実施例において、回路基板接続構造は、前記ソケット接続構造が回路基板接続
構造と嵌合される場合に、 回路基板に対して実質的に垂直であるように配向されている
。これらの実施例の幾つかの変形において、前記電源接続構造は、前記接続装置窪みに内
に完全に収容される。
【０００９】
　幾つかの実施例において、当該照明ユニットは、更に、回路基板支持構造内に形成され
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ていると共に前記電源接続構造に連通しているワイヤ経路を含んでいる。これらの実施例
の幾つかの変形において、前記ワイヤ経路は、前記接続装置窪みから延在している窪みで
ある。これらの実施例少なくともの幾つかの変形において、前記ワイヤ経路の少なくとも
一部は、前記ソケット接続構造が回路基板接続構造と嵌合される場合、前記プリント回路
基板の下に延在している。
【００１０】
　幾つかの実施例において、ソケット接続構造は、回路基板に設けられた基板貫通開口を
通ってアクセス可能である。これらの実施例の幾つかの変形において、前記ソケット接続
構造は、前記基板貫通開口内へ延在している少なくとも２つのプロングを含む。これらの
実施例の幾つかの変形において、回路基板接続構造の少なくとも一部は、前記ソケット接
続構造が回路基板接続構造と嵌合される場合に、前記基板貫通開口を通って延在する。
【００１１】
　一般に、他の見地において、照明器具ハウジングを含むＬＥＤベースの照明器具が、設
けられる。第１の側と、前記第１の側の反対側の第２の側と、前記第１の側に取り付けら
れる複数のＬＥＤとを有する平らなＬＥＤ回路基板は、前記照明器具ハウジング内に保持
されると共に回路基板平面に沿って配されている。ソケット接続装置は、前記ＬＥＤ回路
基板に固定されて結合されていると共に、前記ＬＥＤに電気的に結合されるソケット接続
構造を有する。回路基板接続装置は、前記照明器具ハウジング内に固定して保持されてい
る。回路基板接続装置は、電源接続構造に電気的かつ機械的に結合されている回路基板接
続構造を有する。回路基板接続構造は、前記ソケット接続構造に、取り外し可能に電気的
に結合されていると共に、取り外し可能に機械的に結合されている。回路基板接続構造は
、回路基板平面に対して実質的に垂直に配向されている。前記電源接続構造は、回路基板
接続構造に対して実質的に垂直に配向されており、前記ＬＥＤ回路基板の前記第２の側と
前記照明器具ハウジングの外側との間に挿置される。
【００１２】
　幾つかの実施例において、前記ＬＥＤ回路基板の前記第２の側は、実質的に平らな回路
基板支持領域に直に隣接している。
【００１３】
　幾つかの実施例において、ソケット接続構造は、回路基板に設けられる基板貫通開口を
通ってアクセス可能である。
【００１４】
　一般に、別の見地においては、実質的に平らな回路基板支持領域を含む回路基板支持構
造が、設けられる。接続装置窪みは、回路基板支持領域において形成され、前記接続装置
は、前記接続装置窪み内に固定して収容される。前記接続装置は、電源接続構造に電気的
に結合される回路基板接続構造を有している。回路基板接続構造は、回路基板支持領域に
対して実質的に垂直に配向される。
【００１５】
　幾つかの実施例において、前記電源接続構造は、回路基板接続構造に対して実質的に垂
直に配向される。これらの実施例の幾つかの変形において、ワイヤ経路は、回路基板支持
構造内に形成され、前記電源接続構造と連通する。
【００１６】
　本開示のために本明細書で使用されているように、「ＬＥＤ」なる語は、何らかのエレ
クトロルミネセントダイオード又は電気信号に応答して放射を生成することができる他の
種類の担体注入／接合ベースのシステムを含むものと理解されるべきである。従って、Ｌ
ＥＤなる語は、これらに限定されるものではないが、電流に応答して発光する様々な半導
体ベースの構造、発光ポリマ、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）及びエレクトロルミネッ
セントストリップ等を含む。特に、ＬＥＤなる語は、赤外スペクトル、紫外線スペクトル
及び様々な部分の可視スペクトル（およそ４００ナノメートルからおよそ７００ナノメー
トルまで放射波長を一般に含む）の１つ以上における放射を生成するように構成されるこ
とができる何らかの種類の発光ダイオード（半導体及び有機発光ダイオードを含む）を示
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している。「ＬＥＤ」なる語は、ＬＥＤの物理的な及び／又は電気的なパッケージの種類
を制限するものではないと理解されなければならない。
【００１７】
　「光源」なる語は、これらに限定されるわけではないが、ＬＥＤベース源（上述で規定
した１つ以上のＬＥＤを含む）、白熱源（例えば、フィラメントランプ、ハロゲンランプ
）、蛍光源、リン光源、高輝度放電源（例えば、ナトリウム蒸気、水銀蒸気及びメタルハ
ライドランプ）、レーザ、他の種類のエレクトロ・ルミネセンス光源、ピロ・ルミネセン
ス源（例えば、炎）、キャンドル・ルミネセンス源（例えば、ガスマントル、炭素アーク
放射線源）、フォト・ルミネセンス源（例えば、ガス放電源）、電子飽和を使用している
陰極ルミネセンス源、ガルバーニ・ルミネセンス源（galvano-luminescent sources）、
結晶ルミネセンス源、キネ・ルミネセンス源（kine-luminescent sources）、サーモ・ル
ミネセンス源、摩擦発光源、ソノ・ルミネセンス源、放射ルミネセンス源及びルミネセン
スポリマーを含む様々な放射線源の何れか１つ以上を示していると理解されたい。
【００１８】
　「照明器具」なる語は、本明細書において、特定の形状因子、アセンブリ又はパッケー
ジの１つ以上の照明ユニットの実施化又は配置を示している。「照明ユニット」なる語は
、本明細書において、同じである又は異なる種類の１つ以上の光源を含む装置を示すのに
使用されている。所与の照明ユニットは、様々な、光源を取り付ける配置、筐体／ハウジ
ング配置及び形状、及び／又は電気及び機械的な接続構成の何れか１つを有することがで
きる。更に、所与の照明ユニットは、オプションとして、前記光源の動作に関連する様々
な他の構成要素（例えば、制御回路）に関連付けられる（例えば、これらを含む、これら
に結合される、及び／又はこれらと一緒に実装される）ことができる。「ＬＥＤベースの
照明ユニット」は、上述したような１つ以上のＬＥＤベースの光源を、単独で又は他の非
ＬＥＤベースの光源と組み合わせて含んでいる照明ユニットを示している。
【００１９】
　「コントローラ」なる語は、本明細書において、一般に、１つ以上の光源の動作に関す
る様々な装置を記述するのに使用されている。コントローラは、本明細書において述べら
れる様々な機能を実行するために、多数の仕方（例えば、専用ハードウエアによるもの）
において実施されることができる。「プロセッサ」は、本明細書において述べられる様々
な機能を実行するためにソフトウェア（例えば、マイクロコード）を使用してプログラム
されることができる１つ以上のマイクロプロセッサを使用するコントローラの一例である
。コントローラは、プロセッサの使用の有無にかかわらず実施化されることができ、幾つ
かの機能を実行する専用ハードウエア及び他の機能を実行するプロセッサ（例えば、１つ
以上のプログラムされたマイクロプロセッサ及び関連する回路）の組み合わせとして実施
化されることができる。本開示の様々な実施例において使用されることができるコントロ
ーラの構成要素は、これらに制限されるわけではないが、従来のマイクロプロセッサ、特
定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）及びフィールド・プログラム可能なゲートアレイ（ＦＰ
ＧＡ）を含む。
【００２０】
　前述の概念及び以下で更に詳細に述べられる付加的な概念の全ての組み合わせ（このよ
うな概念は、相互に矛盾していないとして）は、本明細書において開示されている本発明
の内容の一部であると考えられていることが、理解されるべきである。特に、この開示の
終わりに添付されている請求項に記載の内容の全ての組み合わせは、本明細書において開
示される発明の内容の一部であると考えられている。参照により引用したものとする何ら
かの開示においても現れ得る本明細書において使用される用語は、本明細書において開示
されている特定の概念と最も一致する意味を与えられなければならないことも、理解され
るべきである。
【００２１】
　添付の図面において、類似の符号は、異なる図を通して同じ部分を参照している。更に
、これらの図面は、必ずしも縮尺で描かれているわけではないが、本発明の原理を示すも
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のとして提供されている。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】回路基板支持構造の第１実施例を有する照明ユニットの第１実施例の分解図を示
しており、回路基板支持構造の一部は、切断して外されており、回路基板支持構造の回路
基板接続装置は、回路基板支持構造から分解されて離されており、前記照明ユニットの回
路基板は、回路基板支持構造から分解されて離されており、ソケット接続装置は、回路基
板から分解されて離されている。
【図２】図１の照明ユニットの前記第１実施例を示しており、回路基板接続装置は、固定
された位置にあり、前記照明ユニットの回路基板は、回路基板支持構造から分解されて離
されており、前記ソケット接続装置は、固定された位置にある。
【図３】図１の回路基板支持構造の回路基板接続装置の斜視図を示している。
【図４】図１の照明ユニットのソケット接続装置の斜視図を示している。
【図５】回路基板支持構造及びこの回路基板接続装置の第２実施例の一部の斜視断面図を
示しており、回路基板の斜視断面図及び基板貫通ソケット接続装置も示されており、前記
ソケット接続装置及び回路基板接続装置は、独立であり互いに離間されて示されている。
【図６】回路基板支持構造及び図５の回路基板を示しており、前記ソケット接続装置及び
回路基板接続装置は、互いと嵌合した状態で示されている。
【図７】ソケット接続装置の第２実施例を示している。
【図８】回路基板支持構造の第３実施例を有する照明ユニットの付加的な実施例の分解図
を示しており、前記照明ユニットの回路基板は、回路基板支持構造から分解されて離され
ている。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下の詳細な説明において、限定のためではなく説明のために、具体的な詳細を開示し
ている代表的な実施例が、添付の請求項に記載された本発明の完全な理解を提供するため
に開示されている。しかしながら、本開示の利益を得る当業者であれば、この詳細な説明
から逸れる本教示による他の実施例も添付の請求項の範囲内にあることは、明らかであろ
う。更に、よく知られている装置及び方法の記述は、当該代表的な実施例の記述を不明瞭
にしないように省略され得る。このような方法及び装置は、明らかに、請求項に記載の本
発明の範囲内にある。例えば、本明細書において開示される装置の様々な実施例は、ＬＥ
Ｄベースの照明ユニットにおける実施化のための複数のＬＥＤを有する回路基板との使用
に特に適している。従って、説明の便宜上、請求項に記載の本発明は、このような照明ユ
ニットと共に述べられる。しかしながら、前記装置の他の構成及びアプリケーションは、
請求項に記載の本発明の範囲又は精神から逸脱するものではないと考えられている。
【００２４】
　図１から図４を参照して、回路基板支持構造１０の第１実施例を有する照明ユニット１
の第１実施例の様々な見地が、示される。最初に図１及び図２を参照すると、回路基板支
持構造１０の回路基板接続装置２０は、図１において、回路基板支持構造１０から分解さ
れて離されて示されており、図２において、分解されずに固定された位置に示されている
。回路基板支持構造１０は、照明器具をつくるために別個のハウジング内に取り付けられ
る又は配されることができる。代替的には、回路基板支持構造１０は、照明器具のハウジ
ングの全て又は一部を形成し得る。回路基板支持構造１０は、実質的に平らな回路基板支
持領域１２を含んでいる。側壁は、回路基板支持領域１２を囲んでおり、ここから延在し
ている熱放散構造を含んでいる。接続装置窪み１４は、回路基板支持領域１２内に形成さ
れ、一対のファスナ開口１５を含んでいる。回路基板接続装置２０は、回路基板接続装置
２０のファスナ開口２６Ａ及び２６Ｂ（図３を参照）を通してファスナ２５を挿入し、フ
ァスナ開口１５のファスナ２５を固定することによって、接続装置窪み１４内に固定して
収容されることができる。さもなければ、代替的な実施例において、回路基板接続装置２
０は、接続装置窪み１４内に固定して収容されることもできる。例えば、接続装置２０は
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、これらに限定されるわけではないが、接着剤、溶接、ハンダ付け、プロング、ファスナ
並びに／又は、接続装置２０及び／若しくは回路基板支持領域１２から延在し得る構造を
含む機械的な添加方法を使用して取り付けられることができる。
【００２５】
　ワイヤ経路１６は、接続装置窪み１４から、回路基板支持構造１０を通って設けられて
いる開口１７に向かって延在している。ワイヤ経路１６は、ワイヤ３４Ａ－Ｄが通過する
のを可能にするための大きさにされる。ワイヤ３４Ａ－Ｄは、回路基板接続装置２０と電
気的に連通しており、１つ以上の電源及び／又はコントローラと電気的に連通して配され
ることができる。例えば、回路基板支持構造１０は、開口１７と連通しているハウジング
に結合されることができる。ハウジングは、オプションとして、回路基板支持構造１０に
結合されることができる。ワイヤ３４Ａ－Ｄは、開口１７を通って、ワイヤ３４Ａ－Ｄが
ハウジング内の１つ以上の電源及び／又はコントローラに接続されることができるハウジ
ング内へと入ることができる。例えば、幾つかの実施例において、ワイヤ３４Ａ―Ｂは、
前記ハウジング内の第１のＬＥＤドライバに結合されることができ、ワイヤ３４Ｃ―Ｄは
、前記ハウジング内の第２のＬＥＤドライバに結合されることができる。更に、例えば、
幾つかの実施例において、ワイヤ３４Ａ―Ｂは、前記ハウジング内の第１のＬＥＤドライ
バに結合されることができ、ワイヤ３４Ｃ―Ｄは、ＬＥＤ４６の１つ以上の特性を変える
ために電気的な信号を送るコントローラに結合されることができる。幾つかの実施例にお
いて、４つ程度のワイヤ３４Ａ－Ｄが設けられることができ、回路基板接続装置２０は、
オプションとして、多かれ少なかれの数のワイヤを収容するために変更されることができ
る。
【００２６】
　照明ユニット１の回路基板４０は、図１及び図２の回路基板支持構造１０から分解して
離されて示されている。回路基板４０は、基板貫通ソケット接続装置５０を有しており、
図１の回路基板４０の基板貫通開口４４から分解されて離されて示されていると共に、図
２の基板貫通開口４４の上の定位置に分解されずに示されている。回路基板４０は、第１
の側４１と、第１の側４１の反対側である第２の側と、複数のＬＥＤ４６とを含む。ＬＥ
Ｄ４６は、回路基板４０の第１の側４１に取り付けられ、ソケット接続装置５０と電気的
に接続されている。回路基板４０のソケット接続装置５０は、回路基板支持構造１０の回
路基板接続装置２０に対して、取り外し可能に嵌合可能である。ソケット接続装置５０が
回路基板接続装置２０と嵌合される場合、回路基板４０は、回路基板支持構造１０の回路
基板支持領域１２に隣接しており、回路基板支持構造１０に対して適切に位置合わせされ
る。更に、ソケット接続装置５０が回路基板接続装置２０と嵌合される場合、これらは互
いに電気的に接続されている。結果として、回路基板４０のＬＥＤ４６及び／又は他の電
子回路は、ソケット接続装置５０（回路基板４０のＬＥＤ４６又は他の電子回路に電気的
に接続されることができる）と回路基板接続装置２０（電源及び／又はコントローラに電
気的に接続されることができる）との間の接続を介して、電源及び／又はコントローラに
電気的に接続されることができる。
【００２７】
　幾つかの実施例において、回路基板４０は、ソケット接続装置５０が回路基板接続装置
２０と嵌合される場合、回路基板支持構造１０の回路基板支持領域１２と接触することが
できる。回路基板４０と回路基板支持領域１２との間のコンタクトは、幾つかの実施例に
おいて、回路基板４０と回路基板支持領域１２との間の熱輸送を可能にすることができる
、及び／又は回路基板４０の動きを低減させるのを助けることができる。幾つかの実施例
において、材料（例えば、熱輸送材料）は、回路基板４０と支持領域１２との間に配され
ることができる。幾つかの実施例において、支持領域１２は、代替的な構成をとることが
できる。例えば、支持領域１２は、更に、接続装置窪み１４及び／又はワイヤ経路１６に
加えて、１つ以上の凹部を含むことができる（例えば、回路基板４０の下側に延在してい
る複数のトラフ、回路基板４０の周辺に沿って延在しているトラフ、回路基板４０の大部
分の下に延在しているトラフ及び／又は複数の選択的に配された凹部）。更に、例えば、
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支持領域１２は、ここから延在している１つ以上の突起（例えば、ここから延在している
複数のバンプ及び／又はここから延在している１つ以上の位置合わせ切欠き）を含むこと
ができる。
【００２８】
　幾つかの実施例において、ソケット接続装置５０が回路基板接続装置２０と嵌合された
後、ファスナ４３は、回路基板４０を回路基板支持構造１０に更に固定するように、回路
基板４０の開口を通って挿入され、回路基板支持構造１０の対応するファスナ開口１３内
に固定される。他の実施例において、回路基板４０は、ソケット接続装置５０と回路基板
接続装置２０との間の嵌合により、単独で、回路基板支持構造１０に固定されることがで
きる。幾つかの実施例において、回路基板４０は、代替的な固定方法を使用している回路
基板支持構造１０に、更に固定されることができる。例えば、代替的な機械的な添加装置
が使用されることができ、 前記代替的な機械的な添加装置は、これらに限定されるわけ
ではないが、プロング、ファスナ、クリップ、並びに回路基板４０及び／又は回路基板支
持構造１０から延在していると共に、回路基板４０及び／又は回路基板支持構造１０の他
方の対応する構造と連結する依存構造等を含む。更に、例えば、代替的な機械的な添加装
置は、回路基板４０及び／若しくは回路基板支持構造１０内にある又は回路基板４０及び
／又は回路基板支持構造１０に結合されている１つ以上の磁石を含むことができ、前記１
つ以上の磁石は、回路基板４０及び／若しくは回路基板支持構造１０内の他方の内部にあ
る又は回路基板４０及び／又は回路基板支持構造１０の他方に結合された１つ以上の磁石
と相互作用する。
【００２９】
　特に図３を参照すると、回路基板接続装置２０が、更に詳細に示されている。回路基板
接続装置２０は、雌回路基板接続開口２２Ａ－Ｄを含む回路基板接続構造を有しており、
雌回路基板接続開口２２Ａ－Ｄは、ソケット接続装置５０の対応する雄突起（例えば、雄
突起５２Ａ－Ｄ（図４参照））を収容して前記雄突起に電気的に接続されるように構成さ
れている。回路基板接続装置２０は、更に、回路基板接続開口２２Ａ－Ｄのそれぞれと電
気的に連通している雌電源接続開口２４Ａ－Ｄを含む電源接続構造を有する。電源接続開
口２４Ａ－Ｄは、電気的な配線（例えば、電気的な配線３４Ａ－Ｄ（図１及び２参照））
を収容して前記電気的な配線に電気的に接続されるように構成されており、これにより、
前記電気的な配線を、回路基板接続開口２２Ａ－Ｄと電気的な接続性を有するようにする
。電源接続開口２４Ａ－Ｄは、回路基板接続開口２２Ａ－Ｄに対して実質的に垂直に配向
される。示されている電源接続開口２２Ａ－Ｄは、電線を電源接続開口２２Ａ－Ｄに固定
するための何らかの所望の装置及び方法を使用することができる。例えば、１つ以上の速
い接続装置（例えば、挿入されると電線を係合する１つ以上のアーム、電気的なワイヤを
係合するばね付勢コンタクト点）、圧着された接続及び／又はんだ付けされた接続が、使
用されることができる。ファスナ開口２６Ａ及び２６Ｂは、支持翼２５Ａ及び２５Ｂの対
応するものを通って設けられており、本明細書において、更に詳細に記載したように、フ
ァスナと連動して、回路基板接続装置２０を定着させて固定するように使用されることが
できる。位置合わせ突起２８Ａ及び２８Ｂは、回路基板接続装置２０の対向する側部に設
けられ、回路基板接続装置２０とソケット接続装置５０との間の適当な位置合わせを提供
するのを助けるためにソケット接続装置５０の位置合わせスロット５８Ａ及び５８Ｂ（図
４参照）と相互作用する。
【００３０】
　回路基板接続装置２０が、接続装置窪み１４に内に固定して収容された場合、示されて
いる回路基板接続開口２２Ａ－Ｄは、支持表面１２に対して実質的に垂直に配向されてお
り、ソケット接続装置５０が回路基板接続装置２０に嵌合される場合、回路基板４０に実
質的に垂直に配向される。示された実施例において、回路基板接続開口２２Ａ－Ｄは、支
持表面１２によって、概ね規定される平面よりも上方に延在し、ソケット接続装置２０が
回路基板接続装置２０と嵌合される場合、基板貫通開口４４内へ基板貫通開口４４内を通
って延在するであろう。代替的な実施例において、回路基板接続装置２０は、ソケット接
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続装置５０が回路基板接続装置２０と嵌合される場合に、回路基板接続開口２２Ａ－Ｄが
基板貫通開口４４を通って（場合によっては、基板貫通開口４４内にさえ）延在しないよ
うに、設計されることができる。回路基板接続装置２０が接続装置窪み１４に内に固定し
て収容される場合、電源接続開口２４Ａ－Ｄは、支持表面１２及びワイヤ経路１６の方向
に対して実質的に平行に配向される。電源接続開口２４Ａ－Ｄは、ソケット接続装置５０
が回路基板接続装置２０と嵌合される場合、回路基板４０にも実質的に平行に配向される
。
【００３１】
　特に図４を参照すると、回路基板４０のソケット接続装置５０は、付加的な詳細に示さ
れる。ソケット接続装置５０は、貫通基板接続装置であり、回路基板を貫通して設けられ
ている開口（例えば、回路基板４０を通っている基板貫通開口４４）を介して回路基板接
続装置２０に接続することを意味している。代替的な実施例において、基板貫通開口４４
は、回路基板４０上で非中心に設けられることができ、オプションとして回路基板４０の
周部に沿って設けられることもできる。ソケット接続装置５０の接続構造及び／又は回路
基板接続装置２０の接続構造は、これら２つの間に嵌合される接続を作るために、基板貫
通開口４４内に及び／又は基板貫通開口４４を通って延在しても良い。
【００３２】
　ソケット接続装置５０は、ここから下方へ延在している雄ソケット接続プロング５２Ａ
－Ｄを有しており、雄ソケット接続プロング５２Ａ－Ｄは、回路基板導線５４Ａ－Ｄの対
応するものと電気的に連通する。ソケット接続プロング５２Ａ－Ｄは、回路基板接続装置
２０の対応する回路基板接続開口２２Ａ－Ｄ内に収容されて電気的な接続性を有するよう
に構成されている。回路基板導線５４Ａ－Ｄは、回路基板４０の１つ以上のＬＥＤ４６と
電気的に連通している回路基板４０の対応する導線にはんだ付けされて電気的な接続性を
有するように構成されている。さもなければ、代替的な実施例において、回路基板導線５
４Ａ－Ｄは、回路基板４０の対応する導線と接続されるように構成されることもできる。
壁５３は、ソケット接続プロング５２Ａ―Ｄに関して設けられ、ソケット接続プロング５
２Ａ―Ｄと他の部材との間の意図されていないコンタクトを最小限にするのを助ける、及
び／又はソケット接続装置５０を回路基板接続装置２０に位置合わせするのを助けること
ができる。側部フランジ５５及び前方フランジ５６は、遮蔽壁５３から垂直に延在し、互
いに対して実質的に同一平面上にある。側部フランジ５５及び／又は前方フランジ５６は
、ソケット接続装置５０を回路基板４０に位置合わせする及び／又は固定するのを助ける
ために、回路基板４０の第１の側４１と相互作用することができる。例えば、側部フラン
ジ５５及び前方フランジ５６は、ソケット接続プロング５２Ａ―Ｄが基板貫通開口４４に
対する所望の場所にあることを確実にするために、回路基板４０の第１の側４１に接触し
ても良い。更に、例えば、接着剤が、側部フランジ５５及び／又は前方フランジ５６と回
路基板４０の第１の側との間に挿入されることができ、これによりソケット接続装置５０
を回路基板４０に固定する。
【００３３】
　示されている実施例において、ソケット接続プロング５２Ａ―Ｄは、ソケット接続装置
５０が回路基板接続装置２０と嵌合される場合に基板貫通開口４４内に延在するが、基板
貫通開口４４を完全に貫通するわけではない。代替的な実施例において、ソケット接続装
置５０は、ソケット接続装置５０が回路基板接続装置２０と嵌合される場合にソケット接
続プロング５２Ａ－Ｄが基板貫通開口４４内に延在しないように設計されることができ、
又は代替的には、ソケット接続プロング５２Ａ－Ｄが基板貫通開口４４を完全に貫通して
延在するように設計されることができる。
【００３４】
　回路基板接続装置２０に関連して描かれている接続構造は、雌接続構造であり、ソケッ
ト接続装置５０に関連して描かれている接続構造は、雄接続構造であるとして示されてい
る。しかしながら、本開示の利益を有する当業者であれば、回路基板接続装置２０の接続
構造の一部若しくは全部が雄接続構造であり得る、及び／又はソケット接続装置５０の接
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続構造の一部若しくは全部が雌の接続構造であり得ると理解するであろう。
【００３５】
　図５及び図６は、回路基板支持領域１１２及び接続装置窪み１１４を有する回路基板支
持構造１１０の第２実施例の一部の斜視断面図を示している。回路基板接続装置１２０は
、接続装置窪み１１４内に固定して収容される。雌回路基板接続開口１２２Ａ―Ｃは、断
面図において見えており、雌電源接続開口の対応するものと電気的に連通しており、前記
雌電源接続開口のうちの電源接続開口１２４Ｃは、見えている。前記電源接続開口は、電
気的配線１３４Ａ―Ｃの対応するものとの電気的な接続性を有しており、回路基板接続開
口２２Ａ―Ｃとも電気に連結されている。電源接続開口１２４Ｃ内に延在している電気的
配線１３４Ｃは、見えている。本明細書において記載されているように、構造は、オプシ
ョンとして、電気的配線１３４Ｃにコンタクトする及び／又は電気的配線１３４Ｃを保持
するために電源接続開口１２４Ｃ内に含まれることができる。
【００３６】
　回路基板１４０が示されており、第１の側１４１、第２の側１４２及び基板貫通開口１
４４を含んでいる。ソケット接続装置１５０は、基板貫通開口１４４上の定位置にあり、
基板貫通開口１４４内へ延在しているが、基板貫通開口１４４を完全に貫通しているので
はない。ソケット接続装置１５０は、回路基板導線１５４Ａ―Ｃと電気的な接続性のある
雄プロング１５２Ａ―Ｃを含んでいる。回路基板導線１５４Ａ―Ｃは、回路基板１４０の
対応する導線を介して、回路基板１４０の電子回路と電気的に連通している。
【００３７】
　回路基板１４０のソケット接続装置１５０は、回路基板支持構造１１０の回路基板接続
装置１２０と取り外し可能に嵌合可能である。ソケット接続装置１５０及び回路基板接続
装置１２０は、図５において、独立に互いから離間されて示されている。図６において、
ソケット接続装置１５０及び回路基板接続装置１２０は、互いと嵌合されて示されている
。回路基板１４０は、回路基板支持構造１１０の回路基板支持領域１１２に隣接している
。回路基板接続開口１２２Ａ―Ｃは、貫通基板開口１４４内に延在し、貫通基板開口１４
４内を通っている。
【００３８】
　図７は、ソケット接続装置２５０の第２実施例を示している。ソケット接続装置２５０
及びソケット接続装置５０は、互いに類似であり、類似の符号は、これら２つの同様の部
分を参照している。ソケット接続装置２５０は、回路基板導線２５４Ａ－Ｄ上に設けられ
るソケット接続フード２５９を特徴としている点において、ソケット接続装置５０と異な
る。ソケット接続フード２５９は、回路基板導線２５４Ａ－Ｄとの意図されていない電気
的接触の可能性を最小化する。
【００３９】
　図８は、照明ユニット８０１の付加的な実施例の分解図を示している。照明ユニット８
０１は、照明ユニット１と類似であり、類似の符号は、これら２つの類似の部分を参照し
ている。しかしながら、照明ユニット８０１は、幾つかの見地において、照明ユニット１
から変更されている。例えば、回路基板８４０は、回路基板４０の大きさのおよそ半分で
あり、およそ半分の量のＬＥＤ８４６を特徴としている。更に、例えば、ソケット接続装
置８５０は、回路基板８４０の周部に沿って基板貫通開口を通って設けられる。更に、例
えば、如何なるファスナ開口も、回路基板支持構造８１０内に設けられず、回路基板８４
０は、単にソケット接続装置８５０及び回路基板接続装置８２０のみにより固定されるで
あろう。更に、例えば、ワイヤ８３４Ａ－Ｄは、回路基板支持構造８１０内の孔を通って
延在しているが、むしろ、回路基板支持構造８１０に取り付けられているＬＥＤドライバ
８７７及びコントローラ８７８への対応する電気的な接続に到達するまで、ワイヤ経路８
１６内にある。更に、例えば、ワイヤ８３４Ａ－Ｄ及びワイヤ経路８１６は、ソケット接
続装置８５０が回路基板接続装置８２０と嵌合された後に、回路基板８４０の下方に延在
しない。
【００４０】
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　幾つかの発明の実施例が本明細書に記載され示されているが、当業者であれば、この機
能を実施する、及び／又は本明細書に記載されている結果及び／若しくは１つ以上の利点
を得るための様々な他の手段及び／又は構造を容易に想像するであろう。このような変化
及び／又は変更の各々は、本明細書に記載されている本発明の実施例の範囲内であると考
えられる。更に一般には、当業者であれば、全てのパラメータ、寸法、材料及び本明細書
に記載の構成は、例示的なものであることを意味し、実際のパラメータ、寸法、材料及び
／又は構成は、本発明の教示が使用される特定のアプリケーションに依存することを容易
に理解するであろう。当業者であれば、本明細書に記載されている特定の本発明の実施例
に対する多くの等価なものを認識する、又はルーチン試験だけを使用して確認することが
できる。従って、前述の実施例は、単に例として示されており、添付請求項に記載の範囲
及びこれに等価な範囲内で、本発明の実施例は、詳細に記載され添付の請求項に記載され
ているもの以外でも実施化されることができるものと理解されるべきである。本開示にお
ける本発明の実施例は、本明細書に記載されている個々のフィーチャ、システム、物品、
材料、キット及び／又は方法に向けられている。更に、このようなフィーチャ、システム
、物品、材料、キット及び／又は方法が相互に矛盾していない場合、このようなフィーチ
ャ、システム、物品、材料、キット及び／又は方法の２つ以上の何らかの組み合わせが、
本開示の本発明の範囲内に含まれる。
【００４１】
　本明細書において規定され使用されている全ての定義は、辞書の定義、参照として組み
込んだ文書における定義、及び／又は規定された語の通常の意味を調節するものと理解さ
れなければならない。
【００４２】
　本明細書及び添付の請求項において使用されている単数形は、明らかにそうでないと示
されていない限り、「少なくとも１つ」を意味しているものと理解されるべきである。
【００４３】
　本明細書及び添付の請求項において使用されている「及び／又は」なる表現は、これに
より結合されている「両方又は何れか一方」を意味するものとして理解されるべきであり
、即ち、ある場合においては共同で設けられ、他の場合においては分離的に設けられる。
「及び／又は」により列挙されている複数の要素は、同じ様式で、即ちこれにより接続さ
れている要素の「１つ以上」と解釈されなければならない。「及び／又は」によって詳細
に識別されている要素以外に、これらの詳細に識別されている要素に関連付けられている
又は関連付けられていないにかかわらず、他の要素が、オプションとして設けられること
が可能である。従って、非限定的な例、「Ａ及び／又はＢ」という言及は、「有する」の
ような制限のない語法と関連して使用される場合、一実施例において、Ａのみを参照する
ことができ（オプションとして、Ｂ以外の要素を含んでいる）、他の実施例において、Ｂ
のみを参照することができ（オプションとして、Ａ以外の要素を含んでいる）、更に他の
実施例において、Ａ及びＢの両方を参照することができる（オプションとして他の要素を
含む）等である。
【００４４】
　本明細書及び添付の請求項において使用されているように、ここで使用しているように
、「又は」は、上述で規定されている「及び／又は」と同じ意味を有するように理解され
なければならない。例えば、リスト内の項目を分離する場合、「又は」又は「及び／又は
」は、包括的なものとして、即ち少なくとも１つのものを含んでいると解釈されるべきで
あるが、複数の又はリストの要素の１つ以上を含むものとして、オプションとして付加的
なリストに載ってない項目を含むものとしても解釈されるべきである。
【００４５】
　明らかにこれとは反対に示されている他の語のみ、例えば、「～の１つのみ」若しくは
「～の厳密に１つ」、又は、添付の請求項で使用される場合の「～から成る」は、複数の
又はリストの要素のうちの厳密に１つの要素を含んでいることを参照している。一般に、
本明細書で用いられる「又は」なる語は、「何れか」、「～の１つ」、「～の１つのみ」
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方又は他方であり、両方ではない」）を示すものとして解釈されることができるのみであ
る。「本質的に～から成る」は、添付の請求項において使用される場合、特許法の分野に
おいて使用される通常の意味を有するものとする。
【００４６】
　本明細書及び添付の請求項において使用されているように、１つ以上の要素のリストを
参照している「少なくとも１つ」なる句は、前記リストの要素の何らかの１つ以上から選
択される少なくとも１つの要素を意味するものと理解されるべきであるが、前記要素のリ
ストの範囲内で詳細に挙げられているありとあらゆる要素の少なくとも１つを含むという
わけではなく、前記要素のリスト内の要素の如何なる組み合わせも除外するものではない
。前記リストの要素内に詳細に上げられている何れかの要素の少なくとも１つを必ず含ん
でいるものと理解されるべきではない。この定義は、要素が「少なくとも１つの」なる句
が参照している要素のリストの範囲内で詳細に識別されている要素以外の要素が、詳細に
識別されている要素に関連しているか否かにかかわらず、オプションとして設けられるこ
とが可能であることも認めている。従って、非限定的な例として、「Ａ及びＢの少なくと
も１つ」（同等には、Ａ又はＢの「少なくとも１つ」、又は「Ａ及び／又はＢの少なくと
も１つ」）は、一実施例において、少なくとも１つ、オプションとして２つ以上、Ａを含
むがＢは含まない（オプションとして、Ｂ以外の要素を含む）ことを意味し、他の実施例
では、少なくとも１つ、オプションとして２つ以上を含む、Ｂを含むがＡは含まない（オ
プションとしてＡ以外の要素を含む）ことを意味し、更に他の実施例では、少なくとも１
つ、オプションとして２つ以上、Ａを含み、少なくとも１つ、オプションとして２つ以上
、Ｂを含む（オプションとして、Ｂ以外の要素を含む）ことを意味する等である。
【００４７】
　明らかにそうでないと示されていない限り、２つ以上のステップ又は行為を含む添付請
求項に記載されている如何なる方法においても、当該方法のステップ又は行為の順序は、
必ずしも、当該方法のステップ又は行為が列挙されている順序に限定されるものではない
ことも理解されなければならない。更に、添付の請求項における括弧内に記載されている
如何なる符号又は文字も、単に便宜のために示され地得るものであり、添付の請求項を如
何なる仕方においても限定するように意図されているものではない。
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